
木づかいガイドライン収集資料 参考先一覧 

 

1.みよし市 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sangyo/sangyotop.html 

2.安城市 

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/keikaku/mokuzairiyosokushin.html 

3.岡崎市 

https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1303/1324/p017217.html 

4.刈谷市 

https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/1003859.html 

5.恵那市 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8656.html 

6.新城市 

https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/mokuzairiyohoshin_R5.html 

7.瑞浪市 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8656.html 

8.西尾市 

https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/norinsuisan/1001503/1003080.html 

9.設楽町 

https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/7/4367.html 

10.知立市 

https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/shimin/keizai/gyomu/10/1679273991034.html 

11.半田市 

https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/norin/1003605/1003608.html 

12.武豊町 

https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001591/1003726/1004134.html 

13.碧南市 

https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/keikakusyo/12957.html 

14.豊田市 

https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/nougyoushinkou/1004260.html 

15.高浜市 

16.幸田町 

17.根羽村 

18.平谷村 

※高浜市、幸田町、根羽村、平谷村は非公開 

（平谷村、根羽村については未改訂） 
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2.安城市





3.岡崎市







3-1.岡崎市(運用）





4.刈谷市
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6.新城市
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7.瑞浪市
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幸田町公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針 
 
1 趣旨 
  この方針は、公共建築物等における木材の利用を促進するため「脱炭素社会の実現に

資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成 22 年法律第

36 号。以下「法」という。)第 12 条第 1 項の規定に基づき、必要な事項を定める。 
 
2 基本的事項 
(1) 公共建築物等における木材の利用を促進する意義 
  町が公共建築物等に木材を積極的に利用することにより、脱炭素社会の実現に資する

とともに、森林整備の促進及び木の特性、効用に対する町民の理解を深めること。 
(2) 町の責務 
  町は、法第 5 条に規定する町の責務を踏まえ、自ら率先してその整備する公共建築物

において木材の利用に努める。 
(3) 木材利用の普及啓発 
  木材利用の普及啓発について、町民の関心と理解を深めるため、10 月 8 日の木材利用

促進の日、および 10 月の木材利用促進月間を中心に、木材利用の意義やその効果につい

て普及啓発を行うよう努める。 
 
3 木材の利用の目標 
(1) 公共建築物の木造化 
  町が公共建築物を整備(新築、増築または改築することをいう。以下同じ。)する場合は、

建築基準法その他法令等に照らし木造化することが困難あるいはなじまない場合を除い

て、木造化に努める。 
(2) 公共建築物の木質化 
  町が公共建築物を整備する場合は、木造・非木造に関わらず、施設利用者が直接利用

する機会が多い部分を重点として、木質化が適切と判断される場合には内装等の木質化

に努める。 
(3) 公共施設に係る工作物 
  町が整備する公共施設に係る工作物については、安全性や維持管理等配慮すべき事情

がある場合を除き、木材の利用に努める。 
(4) 公共工事 
  町が発注する公共工事においては、特に配慮すべき事情がある場合を除き、木材の利

用に努める。 
(5) 備品及び消耗品 
  町が使用する備品及び消耗品については、木材を原材料としたものを導入するよう努

16.幸田町



める。 
(6) 使用する木材の産地 
  木材の利用を推進するにあたって使用する木材は原則として国産材とする。特に県産

材が利用できる場合は、優先的に利用するものとする。 
 
4 建築物木材利用促進協定制度の活用 
(1) 建築物木材利用促進協定の締結 
  事業者等から法第 15 条に定める建築物木材利用促進協定の締結の申出があった場合、

法及び県方針、本方針に照らしあわせて適切なものであるかを確認のうえ、締結する。 
(2) 建築物木材利用促進協定による木材利用の促進 
  建築物木材利用促進協定を締結した場合は、協定の内容等を公表する。さらに、協定

の取組を促進するため、協定締結者に対して活用できる支援制度の周知や木材利用にお

ける諸事情について情報共有を行うようにする。 
5 その他木材の利用の促進に必要な事項 
  公共建築物等の整備においては、広く町民の利用に供される公共の場で木材を利用す

ることの効用を十分に理解し、多くの町民が木の良さを知ることができるような木材の

使い方に心がけるとともに、次の事項に留意する。 
(1) 備品及び消耗品の購入については、購入コストや、木材の利用の意義や効果を総合的

に判断するものとする。 
(2) 建築基準法第 2 条第 1 項各号に掲げる建築物のうち町が整備するもの以外のものにつ

いて、愛知県や設計建設関係事業者、林材業関係事業者等と連携し、木造化・木質化が

促進されるように働きかける。 
 
 附 則 
 この方針は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
 この方針は、令和 5 年 3 月 31 日から施行する。 
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17.根羽村（改訂前）
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17.平谷村（改訂前）


